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は し が き
　本報告書は、金融法務研究会第２分科会における平成25年度の研究の内容を取りまとめたものである。

　金融法務研究会は、平成２年10月の発足以来、最初のテーマとして、各国の銀行取引約款の検討を取

り上げ、その成果を平成８年２月に「各国銀行取引約款の検討―そのⅠ・各種約款の内容と解説」とし

て、また平成11年３月に、「各国銀行取引約款の比較―各国銀行取引約款の検討　そのⅡ」として発表

した。平成11年１月以降は、金融法務研究会を第１分科会と第２分科会とに分けて研究を続けている。

　第２分科会で取り上げたテーマは、巻末の報告書一覧のとおりであるが、平成25年度は「銀行取引と

相続・資産承継を巡る諸問題」をテーマとして取り上げ、その研究成果を本報告書に取りまとめた。

　本報告書においては、第１章で「遺言関連業務における利益相反」（中田裕康担当）、第２章で「遺言

執行者の当事者適格」（松下淳一担当）、第３章で「遺言執行者の復任権・辞任権」（山下純司担当）、第

４章で「遺言があった場合における相続預金の払戻し―遺留分減殺請求権との関係―」（山田誠一担当）、

第５章で「預金債権を『相続させる』旨の遺言と遺言執行者の職務権限」（加毛明担当）、第６章で「相

続債務（借入）の承継・処理を巡る諸問題―遺言による承継指定ほか」（沖野眞已担当）、第７章で「リバー

スモーゲージの制度的課題」（野村豊弘担当）を取り上げている。

　このうち第１章においては、遺言関連業務における金融機関と顧客等の利益相反の問題を確認したう

えで、同業務を行う金融機関の顧客情報の利用に係る課題と解決策について検討する。第２章において

は、遺言執行者が訴訟上、法定訴訟担当として当事者になると一般的に理解されているところ、どのよ

うな権利・法律関係を訴訟物とする訴訟で遺言執行者が当事者適格を有するかについて、裁判例を踏ま

え検討する。第３章においては、民法により遺言執行者の復任権・辞任権が制限されているところ、遺

言執行者が自ら遺言執行を行うことが困難となった場合において、どのような場合に復任・辞任が認め

られるのか検討・整理する。第４章においては、遺言執行者の有無を踏まえながら、遺言による預金の

処分について検討したうえで、それが遺留分を侵害した場合の法律関係について検討する。第５章にお

いては、預金債権を「相続させる」旨の遺言がなされた場合の遺言執行者の職務権限について、現在の

判例法理を前提とする法律論を検討する。第６章においては、相続における特定の相続人への債務の集

中について、遺言による相続債務の承継の可能性および特定の相続人による自己の債務を超えた弁済の

安定性ないし安定性の確保方法について検討する。第７章においては、リバースモーゲージの契約内容

および約款を中心に考察し、フランスの終身定期金と比較しながら制度的課題を整理する。

　本報告書が銀行実務家をはじめ、各方面の方々のお役に立つことができれば幸いである。

　なお、本研究会には、銀行の法務分野から実務を担当する方にオブザーバーとしてご参加いただいて

いる。また、事務局を全国銀行協会業務部にお願いしている。

　最後に、同分科会においては、平成27年度には「民法（債権関係）改正に伴う金融実務における法的

課題」をテーマとして取り上げ、研究を続けている。

平成28年３月

金融法務研究会座長　　

岩　原　紳　作
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